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◎トロントのコミュニティ・カウンシル◎パリの区

※

資料 ２－２－４

大都市の市議会議員が区の議員等を兼ねている例 （外国の事例）

※オンタリオ州内の
大都市の人口（2011）

・トロント市 約262万
・オタワ市 約88万
・ミッソシーガ市 約71万
・ブランプトン市 約52万

※大都市の人口（2006）
・パリ市 約218万
・マルセイユ市 約84万
・リヨン市 約47万
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◎トロントのコミュニティ・カウンシル
１　市議会議員とコミュニティ・カウンシル
　　コミュニティ・カウンシルは、市議会において分野ごとに設けられる委員会
　とは別に、市議会の中に地域の声を反映させるため、市議会の44の小選
　挙区を４つにまとめた区域（選挙区数10～12）ごとに設けられる委員会で、
　各区域から選出された市議会議員が委員となる。

２　コミュニティ・カウンシルの権限
　・　区域内の開発計画、交通・駐車規制等に関する市議会への提案
　・　柵の高さ等の規制の免除や路上カフェの免許等に関する決定権限
　・　住民が口頭又は文書による意見表明を行うことも可能

◎パリの区
１　市議会議員と区議会議員
　・　20の区がそのまま選挙区となり、両者の選挙は同一の名簿により同時
　　に実施。
　・　区ごとの市議会（定数163）と区議会（定数合計354）の定数の割合は、
　　原則１：２。区議会の定数は最も少ない区でも10。
　・　各区議会での当選者のうち、各党派・各区ごとの名簿における上位者
　　が同区選出の市議会議員を兼務。

２　区議会の権限
　・　市議会と市民の間の媒介役（区内の問題に関して書面・口頭で質問）
　・　市議会の諮問機関（区内の事業や活動団体への助成、市の公共施設
　　運営の条件等について事前に意見を述べる）
　・　地区の公共施設の管理機関として、その立地計画を決定（ただし、公
　　共施設の一部は市の管轄であり、また費用支出の最終決定権は市議会
　　が有する）。
　・　経常予算については、各区議会は、毎年、当該議会の経常収支の内
　　訳を明らかにする区財政特別報告書を採択し、市の予算の付属文書と
　　して市議会に提出。


